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(57)【要約】
【課題】　良好な画像形成が安定的に行われ得る電子写
真感光体を、より簡略な構成で提供する。
【解決手段】　導通板（６）は、シャフト（３）の円柱
面状の外周面と当接する接点部材（６４）を備えている
。接点部材（６４）は、第一接点部（６４ｂ）と、第二
接点部（６４ｃ）と、を備えている。第一接点部（６４
ｂ）と第二接点部（６４ｃ）とは、ギャップ（６４ａ）
を隔てて、接点部材（６４）の幅方向に配列されている
。第一接点部（６４ｂ）及び第二接点部（６４ｃ）は、
シャフト（３）の外周面と接触するように設けられてい
る。ギャップ（６４ａ）は、シャフト（３）の外周面と
係合するように設けられている。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性の円筒状部材であるドラム基体と、そのドラム基体の外周に形成された感光体層
と、を備えた感光体ドラムと、
　前記ドラム基体の中心軸線上に設けられた、丸棒状のシャフトと、
　前記シャフトに向けて突出するように設けられていて前記中心軸線と直交する幅方向を
有する舌片状の弾性変形可能な板バネである接点部材を備え、その接点部材が前記シャフ
トの円柱面状の外周面と当接することで前記ドラム基体と前記シャフトとの導通を形成す
るように構成された、導通板と、
　を備えた、電子写真感光体であって、
　前記接点部材は、
　前記幅方向における一方側にて、前記シャフトの前記外周面と接触するように設けられ
た、第一接点部と、
　前記シャフトの前記外周面と係合可能なギャップを隔てて前記第一接点部と離隔し、且
つ同第一接点部及び前記ギャップとともに前記シャフトの前記外周面に沿って前記幅方向
に配列されていて、前記幅方向における他方側にて前記シャフトの前記外周面と接触する
ように設けられた、第二接点部と、
　を備え、弾性変形により前記第一接点部と前記第二接点部とが前記シャフトの前記外周
面に付勢されることで、前記第一接点部と前記第二接点部とが前記シャフトの前記外周面
と接触しつつ、前記ギャップが前記シャフトの前記外周面と係合するように構成されたこ
とを特徴とする、電子写真感光体。
【請求項２】
　請求項１に記載の、電子写真感光体であって、
　前記接点部材は、前記第一接点部及び前記第二接点部における前記ギャップ側の端縁に
て前記シャフトの前記外周面と接触するように構成されたことを特徴とする、電子写真感
光体。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の、電子写真感光体であって、
　前記ギャップは、前記接点部材の突出方向に沿って設けられたスリットにより形成され
たことを特徴とする、電子写真感光体。
【請求項４】
　導電性の円筒状部材であるドラム基体と、そのドラム基体の外周に形成された感光体層
と、を備えた感光体ドラムと、
　前記ドラム基体の中心軸線上に設けられた、丸棒状のシャフトと、
　前記シャフトに向けて突出するように設けられていて前記中心軸線と直交する幅方向を
有する舌片状の接点部材を備え、その接点部材が前記シャフトの円柱面状の外周面と当接
することで前記ドラム基体と前記シャフトとの導通を形成するように構成された、導通板
と、
　を備えた、電子写真感光体であって、
　前記接点部材は、
　前記シャフトの前記外周面と係合可能に形成されたスリットを隔てて互いに離隔するよ
うに前記幅方向に配列されていて、前記シャフトの前記外周面と接触するように設けられ
た、第一接点部及び第二接点部を備えたことを特徴とする、電子写真感光体。
【請求項５】
　請求項４に記載の、電子写真感光体であって、
　前記接点部材は、前記第一接点部及び前記第二接点部における前記スリット側の端縁に
て前記シャフトの前記外周面と接触するように構成されたことを特徴とする、電子写真感
光体。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項７のうちのいずれかに記載の、電子写真感光体であって、
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　前記第一接点部及び前記第二接点部は、前記接点部材の、前記シャフトと近接する先端
部に設けられたことを特徴とする、電子写真感光体。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項６のうちのいずれか１項に記載の、電子写真感光体であって、
　前記第一接点部及び前記第二接点部の、前記シャフトと近接する先端部は、互いに結合
されていることを特徴とする、電子写真感光体。
【請求項８】
　請求項１ないし請求項７のうちのいずれか１項に記載の、電子写真感光体において、
　前記ドラム基体の前記中心軸線に沿った長手方向における一端に嵌入されるように構成
されたフランジをさらに備え、
　前記フランジは、
　前記シャフトを収容するように形成された内側円筒部と、
　前記内側円筒部の外側に設けられた外側円筒部と、を備え、
　前記導通板は、
　前記内側円筒部が挿通される貫通孔が形成された導通板本体部と、
　前記導通板本体部から外方に突出することで前記外側円筒部の内周と係合するように設
けられたフランジ係合部と、をさらに備えたことを特徴とする、電子写真感光体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子写真感光体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子写真方式の画像形成装置（複写機、プリンタ、ファクシミリ、等。）に用いられる
電子写真感光体において、外周に感光体層が形成された円筒状の導電性ドラム基体を回転
自在に支持する導電性（具体的には金属製）のシャフトと、導電性（具体的には金属製）
の導通部材（アース板）とを、接触・摺動させることで、両者の導通を形成する構造のも
のが知られている（例えば、特開平５－１１９６８１号公報、特開平５－１１９６８２号
公報、特開平１１－２５８９５１号公報、特開平１１－３５２８３１号公報、特開２００
０－１８１２８６号公報、特開２００４－７７９１３号公報、特開２００１－３５６６３
８号公報、特表２００７－５１２５７４号公報、等参照。）。
【特許文献１】特開平５－１１９６８１号公報
【特許文献２】特開平５－１１９６８２号公報
【特許文献３】特開平１１－２５８９５１号公報
【特許文献４】特開平１１－３５２８３１号公報
【特許文献５】特開２０００－１８１２８６号公報
【特許文献６】特開２００４－７７９１３号公報
【特許文献７】特開２００１－３５６６３８号公報
【特許文献８】特表２００７－５１２５７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　前記シャフトと前記導通部材との接触による導通が安定的に形成されないと、形成画像
に乱れが生じる。
【０００４】
　このような画像の乱れは、典型的には、前記画像形成装置が比較的長時間運転された場
合に生じやすい。この場合に、前記電子写真感光体を分解して観察してみると、前記シャ
フトの外周面への酸化物皮膜の付着が認められる。したがって、この酸化物皮膜の付着に
より前記シャフトと前記導通部材との導通が断続的に遮断されることで、上述のような画
像の乱れが発生する、と考えられる。
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【０００５】
　また、前記導通部材は、通常、舌片状に突出する接点部を備えている（例えば特開平１
１－２５８９５１号公報等参照）。かかる構成の場合、当該電子写真感光体の組み立て時
に、前記接点部が捩れて前記シャフトとの当接状態が適切に設定されなくなることで、前
記シャフトと前記導通部材との導通が不良となることがあり得る。
【０００６】
　本発明は、このような課題に対処するためになされたものである。すなわち、本発明の
目的は、良好な画像形成が安定的に行われ得る電子写真感光体を、より簡略な構成で提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の電子写真感光体は、感光体ドラムと、シャフトと、導通板と、を備えている。
【０００８】
　前記感光体ドラムは、導電性の円筒状部材であるドラム基体と、そのドラム基体の外周
に形成された感光体層と、を備えている。
【０００９】
　前記シャフトは、丸棒状の（導電性）部材であって、前記ドラム基体の中心軸線上に設
けられている。具体的には、このシャフトとしては、ステンレス鋼等の金属製のものが好
適に用いられ得る。
【００１０】
　前記導通板は、舌片状の接点部材を備えている。この接点部材は、前記中心軸線と直交
する幅方向を有する部材（例えば弾性変形可能な板バネ）であって、前記シャフトに向け
て突出するように設けられている。この接点部材は、前記シャフトの円柱面状の外周面と
当接することで、前記ドラム基体と前記シャフトとの導通を形成するように構成されてい
る。例えば、前記導通板は、金属板に対して打ち抜き等の加工を施すことによって、継ぎ
目なく一体に形成され得る。
【００１１】
　※本発明の特徴は、前記接点部材が、所定のギャップを隔てて前記幅方向に配列された
第一接点部及び第二接点部を備えたことにある。ここで、前記第一接点部と前記ギャップ
と前記第二接点部とは、この順で、前記シャフトの円柱面状の前記外周面に沿って、前記
幅方向に配列されている。なお、前記第一接点部及び前記第二接点部は、例えば、前記接
点部材の、前記シャフトと近接する先端部に設けられ得る。
【００１２】
　前記ギャップは、前記シャフトの前記外周面と（前記幅方向の相対移動が抑制されるよ
うに）係合可能に形成されている。具体的には、前記ギャップは、前記シャフトの円柱面
状の前記外周面のうちの一部分（半周未満の部分）を内側に収容可能に形成されている。
なお、前記ギャップは、前記接点部材の突出方向に沿って設けられたスリットにより形成
され得る。
【００１３】
　前記第一接点部及び前記第二接点部は、前記シャフトの前記外周面と接触（当接）する
ように設けられている。すなわち、前記第一接点部は、前記幅方向における一方側にて、
前記シャフトの前記外周面と接触するように設けられている。また、前記第二接点部は、
前記幅方向における他方側にて、前記シャフトの前記外周面と接触するように設けられて
いる。
【００１４】
　前記接点部材が弾性変形可能な前記板バネからなる場合、同接点部材の弾性変形により
前記第一接点部と前記第二接点部とが前記シャフトの前記外周面に付勢されることで、前
記第一接点部と前記第二接点部とが前記シャフトの前記外周面と接触しつつ、前記ギャッ
プが前記シャフトの前記外周面と係合するように、同接点部材が構成されている。
【００１５】
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　かかる構成においては、前記第一接点部と前記第二接点部とが、前記ギャップ（前記ス
リット）を隔てて、前記シャフトの回転による同シャフトの前記外周面の移動方向に沿っ
た前記幅方向に配列する。
【００１６】
　これにより、前記接点部材と前記シャフトとの接触による導通が、より良好に確保され
得る。すなわち、具体的には、例えば、前記第一接点部と前記シャフトの前記外周面との
摺動によって同外周面上の異物（酸化皮膜等）が除去され、この外周面が前記第二接点部
と接触することで同第二接点部と前記シャフトとの導通が良好に形成され得る。
【００１７】
　また、前記電子写真感光体を組み立てる際に、前記シャフトの円柱面状の前記外周面が
前記ギャップ（前記スリット）と係合することで、同シャフトが前記接点部材に対して適
正な位置に案内され得る。このため、前記第一接点部と前記第二接点部とが前記シャフト
の前記外周面と当接した状態が、良好に形成され得る。
【００１８】
　・前記接点部材は、前記第一接点部及び前記第二接点部における前記ギャップ側（前記
スリット側）の端縁にて、前記シャフトの前記外周面と接触するように構成され得る。
【００１９】
　かかる構成においては、前記第一接点部及び前記第二接点部は、その端縁（エッジ）に
て、前記シャフトの円柱面状の前記外周面と当接する。このため、例えば、前記第一接点
部及び前記第二接点部のうちの、前記ギャップ（前記スリット）よりも前記シャフトの移
動方向（正確には、前記ドラム基体に対する前記シャフトの相対的な回転による、同シャ
フトの前記外周面の前記接点部材に対する相対移動方向）における下流側に位置するもの
（以下、これを「下流側接点部」と称するとともに、他方を「上流側接点部」と称する。
）は、その端縁が、前記外周面と「カウンター」に当接する。
【００２０】
　これにより、前記下流側接点部における上述のような異物の除去が、良好に行われ得る
。そして、異物が良好に除去された前記外周面が前記上流側接点部と接触することで、同
上流側接点部と前記シャフトとの導通が良好に確保され得る。
【００２１】
　・前記第一接点部及び前記第二接点部の、前記シャフトと近接する先端部は、互いに結
合され得る。
【００２２】
　かかる構成においては、前記接点部材が前記シャフトの円柱面状の前記外周面と当接し
た際に、前記第一接点部及び前記第二接点部が変形して両先端部が互いに離れる方向に移
動することが、可及的に抑制され得る。
【００２３】
　これにより、前記接点部材における前記第一接点部及び前記第二接点部に対応する部分
の剛性が良好に確保され得る。したがって、前記第一接点部及び前記第二接点部と、前記
シャフトの前記外周面と、の当接状態が、良好に実現され得る。すなわち、具体的には、
例えば、前記第一接点部と前記シャフトの前記外周面との摺動による同外周面上の異物の
除去、及びこの外周面と前記第二接点部との接触による導通の形成が、良好に行われ得る
。
【００２４】
　・前記電子写真感光体は、前記ドラム基体の前記中心軸線に沿った長手方向における一
端に嵌入されるように構成されたフランジを、さらに備え得る。このフランジは、内側円
筒部と外側円筒部とを備えている。前記内側円筒部は、前記シャフトを収容するように形
成されている。前記外側円筒部は、前記内側円筒部の外側に設けられている。
【００２５】
　この場合、前記導通板は、導通板本体部と、フランジ係合部と、をさらに備えている。
前記導通板本体部には、前記内側円筒部が挿通される貫通孔が形成されている。また、前
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記フランジ係合部は、前記導通板本体部から外方に突出することで前記外側円筒部の内周
と係合するように設けられている。
【００２６】
　なお、前記フランジ係合部は、前記導通板本体部と継ぎ目なく一体に形成され得る。ま
た、前記接点部材も、前記貫通孔に向かって突出する片持ち梁状に設けられるとともに、
前記導通板本体部と継ぎ目なく一体に形成され得る。
【００２７】
　かかる構成においては、前記フランジ係合部が前記フランジにおける前記外側円筒部の
前記内周と係合することで、同フランジに対して前記導通板（前記導通板本体部）が所定
の態様で良好に装着され得る。
【００２８】
　これにより、前記導通板（前記導通板本体部）が傾くことで前記接点部材と前記シャフ
トの前記外周面との接触（当接）状態が不良となることが、良好に抑制され得る。
【発明の効果】
【００２９】
　このように、本発明によれば、前記接点部材と前記シャフトとの接触による導通が、簡
略な装置構成で、より良好に確保され得る。したがって、良好な画像形成が、より安定的
に行われ得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施形態（本願の出願時点において取り敢えず出願人が最良と考えてい
る実施形態）について、図面を参照しつつ説明する。
【００３１】
　なお、以下の実施形態に関する記載は、法令で要求されている明細書の記載要件（記述
要件・実施可能要件）を満たすために、本発明の具体化の単なる一例を、可能な範囲で具
体的に記述しているものにすぎない。よって、後述するように、本発明が、以下に説明す
る実施形態の具体的構成に何ら限定されるものではないことは、全く当然である。本実施
形態に対して施され得る各種の変更（modification）は、当該実施形態の説明中に挿入さ
れると、一貫した実施形態の説明の理解が妨げられるので、末尾にまとめて記載されてい
る。
【００３２】
　＜実施形態の電子写真感光体の構成＞
　図１は、本発明の一実施形態である電子写真感光体１の全体構成を示す斜視図である。
また、図２は、図１に示されている電子写真感光体１の分解斜視図である（なお、図２に
おいては、一部の部材の図示が省略されている。）。
【００３３】
　図１及び図２を参照すると、本実施形態の電子写真感光体１は、感光体ドラム２と、シ
ャフト３と、第一フランジ４と、第二フランジ５と、導通板６と、を備えている。
【００３４】
　感光体ドラム２は、ドラム基体２１と感光体層２２とから構成されている。ドラム基体
２１は、アルミニウム製の円筒管である。感光体層２２は、所定の波長の光（レーザー光
）が照射されたときに導電性を示す、いわゆる有機感光体（ＯＰＣ：Organic　Photocond
uctor）層であって、ドラム基体２１の円筒面状の外周を覆うように形成されている。
【００３５】
　シャフト３は、ステンレス鋼製の丸棒状の導電性部材であって、感光体ドラム２（ドラ
ム基体２１）の中心軸線上に設けられている。すなわち、感光体ドラム２は、シャフト３
と同軸上に配置されている。そして、感光体ドラム２は、上述の中心軸線を中心として、
シャフト３に対して相対的に回転するように設けられている。
【００３６】
　＜＜フランジ＞＞
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　具体的には、感光体ドラム２の上述の中心軸線に沿った長手方向における一端には、第
一フランジ４が嵌入されている。また、感光体ドラム２の他端には、第二フランジ５が嵌
入されている。第一フランジ４及び第二フランジ５は、合成樹脂からなる略円柱状の部材
であって、感光体ドラム２に対して相対的に回転不能に固定されている。
【００３７】
　一方、第一フランジ４及び第二フランジ５は、シャフト３に対して相対的に回転し得る
ように、シャフト３によって挿通されている。すなわち、感光体ドラム２は、軸受として
機能する第一フランジ４及び第二フランジ５を介して、シャフト３によって回転自在に支
持されている。
【００３８】
　第一フランジ４は、内側円筒部４１を備えている。内側円筒部４１には、シャフト３の
外径よりもわずかに大きめの貫通孔であるシャフト挿通孔４１ａが設けられている。すな
わち、内側円筒部４１は、シャフト３を収容するように形成されている。そして、この内
側円筒部４１の内周面と、シャフト３の外周面と、の間には、シャフト３が内側円筒部４
１の内側にて「がたつく」ことなくスムーズに回転し得るように、微小なクリアランスが
形成されている。
【００３９】
　また、第一フランジ４は、外側円筒部４２を備えている。外側円筒部４２は、内側円筒
部４１の外側にて、当該内側円筒部４１を囲むように設けられている。この外側円筒部４
２は、感光体ドラム２のドラム基体２１の内径とほぼ同一の（所定の嵌め合い交差の関係
にある）外径を有する円筒状の部材であって、ドラム基体２１の前記一端に嵌入されるこ
とで感光体ドラム２に対して固定されるように構成されている。
【００４０】
　さらに、外側円筒部４２には、複数（具体的には４つ）の切欠部４２ａが形成されてい
る。この切欠部４２ａは、内側（感光体ドラム２の前記長手方向における中央側）に向か
って開口するように設けられている。
【００４１】
　第二フランジ５には、ギヤ部５１が設けられている。ギヤ部５１は、感光体ドラム２と
第一フランジ４及び第二フランジ５との結合体を回転駆動するための円板状のギヤであっ
て、感光体ドラム２の外周よりも大きな径に形成されている。
【００４２】
　＜＜導通板＞＞
　導通板６は、平面視にて略円板状の部材であって、リン青銅製の板材の打ち抜き加工に
よって、継ぎ目なく一体に形成されている。この導通板６は、第一フランジ４の内側に固
定されている。
【００４３】
　図３及び図４は、図２に示されている第一フランジ４及び導通板６の拡大斜視図である
（なお、図３は図４の分解斜視図に相当する。）。図５は、図２に示されている第一フラ
ンジ４及び導通板６の拡大側面図である。
【００４４】
　以下、図３ないし図５を参照すると、導通板６の本体を構成する導通板本体部６１は、
略円板状に形成されている。この導通板本体部６１の中心部には、第一フランジ４におけ
る内側円筒部４１が挿通される貫通孔６１ａが形成されている。また、導通板本体部６１
の外縁から外側に突出するように、複数（具体的には４つ）のフランジ係合部６２及びド
ラム基体係合部６３が設けられている。
【００４５】
　フランジ係合部６２は、第一フランジ４における外側円筒部４２の内周面と係合するこ
とで、導通板６を第一フランジ４に対して固定するように形成されている。ドラム基体係
合部６３は、外側円筒部４２に形成された切欠部４２ａに対応する位置にて、第一フラン
ジ４における外側円筒部４２の外径よりも外側に突出するように設けられている。このド
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ラム基体係合部６３は、感光体ドラム２におけるドラム基体２１の内周面と係合すること
で、ドラム基体２１と導通板６との導通を形成するように構成されている。
【００４６】
　＜＜＜接点部材＞＞＞
　導通板６は、接点部材６４を備えている。接点部材６４は、側面視にて貫通孔６１ａ及
びこれに挿通されたシャフト３に向かって突出する片持ち梁状に形成された、舌片状の弾
性変形可能な板バネ部材であって、その幅方向が上述の中心軸線と直交するように設けら
れている。この接点部材６４は、シャフト３の外周面と当接することで、ドラム基体２１
とシャフト３との導通、すなわち、導通板６を介してのドラム基体２１とシャフト３との
導通を形成するべく、以下のように構成されている。
【００４７】
　接点部材６４の前記幅方向における略中央部には、スリット６４ａが、接点部材６４の
突出方向に沿って形成されている。このスリット６４ａは、シャフト３の円柱面状の外周
面の一部分を内側に収容することで、当該一部分と係合する（シャフト３とスリット６４
ａとの前記幅方向の相対移動が抑制される）ように設けられている。
【００４８】
　接点部材６４の、シャフト３と近接する先端部には、下流側接点部６４ｂ及び上流側接
点部６４ｃが設けられている。下流側接点部６４ｂ及び上流側接点部６４ｃは、スリット
６４ａを隔てて前記幅方向に沿って配列されている。すなわち、下流側接点部６４ｂとス
リット６４ａと上流側接点部６４ｃとが、この順で、シャフト３の円柱面状の外周面に沿
って配列されている。換言すれば、下流側接点部６４ｂと上流側接点部６４ｃとは、前記
中心軸線方向について同じ位置にて、シャフト３の外周面と当接するように配置されてい
る。
【００４９】
　下流側接点部６４ｂは、接点部材６４の前記幅方向における一方側の端部に設けられて
いる。一方、上流側接点部６４ｃは、接点部材６４の前記幅方向における他方側の端部に
設けられている。そして、下流側接点部６４ｂ及び上流側接点部６４ｃは、そのスリット
６４ａ側のエッジにて、シャフト３の外周面と当接するように設けられている。
【００５０】
　また、下流側接点部６４ｂは、スリット６４ａよりも、シャフト３の回転（正確には、
導通板６が固定された第一フランジ４と、シャフト３と、の相対的な回転）による当該シ
ャフト３の外周面の移動（正確には、接点部材６４に対する当該シャフト３の外周面の相
対移動）方向における下流側に設けられている。すなわち、下流側接点部６４ｂは、シャ
フト３の外周面と「カウンター」に当接するように設けられている。一方、上流側接点部
６４ｃは、シャフト３の外周面と比較的滑らかに摺動するように設けられている。
【００５１】
　本実施形態においては、下流側接点部６４ｂ及び上流側接点部６４ｃは、前記幅方向に
沿って見た場合に略Ｖ字状に屈曲されている。そして、下流側接点部６４ｂ及び上流側接
点部６４ｃは、その屈曲の頂部にて、シャフト３の外周面と当接するように形成されてい
る。また、下流側接点部６４ｂ及び上流側接点部６４ｃの最先端部は、先端接続部６４ｄ
によって互いに結合されている。
【００５２】
　＜実施形態の構成による作用・効果＞
　以下、本実施形態の電子写真感光体１の構成による作用・効果について、各図面を参照
しつつ説明する。
【００５３】
　＜＜組み立て時＞＞
　かかる構成を有する電子写真感光体１を組み立てる際には、まず、第一フランジ４に導
通板６が固定される。
【００５４】



(9) JP 2010-32570 A 2010.2.12

10

20

30

40

50

　このとき、導通板６の外縁には、フランジ係合部６２が設けられている。よって、フラ
ンジ係合部６２が第一フランジ４における外側円筒部４２の内周面と弾性的に当接しつつ
係合することで、第一フランジ４に対して導通板６（導通板本体部６１）が所定の態様で
良好に装着及び固定される。これにより、導通板６（導通板本体部６１）が第一フランジ
４に対して相対的に傾くことが、良好に抑制される。
【００５５】
　次に、感光体ドラム２の両端に、第一フランジ４及び第二フランジ５が嵌入される。続
いて、第一フランジ４及び第二フランジ５が装着及び固定された状態の感光体ドラム２に
、シャフト３が挿入される。
【００５６】
　このとき、接点部材６４の弾性変形により下流側接点部６４ｂと上流側接点部６４ｃと
がシャフト３の外周面に向けてほぼ同一方向に付勢されることで、下流側接点部６４ｂと
上流側接点部６４ｃとがシャフト３の外周面と接触しつつ、スリット６４ａがシャフト３
の外周面と係合する。
【００５７】
　すなわち、本実施形態においては、接点部材６４における下流側接点部６４ｂと上流側
接点部６４ｃとの間には、スリット６４ａにより形成されたギャップが設けられている。
このギャップとシャフト３の外周面とが係合することで、シャフト３が接点部材６４に対
して適正な位置に案内される。これにより、下流側接点部６４ｂと上流側接点部６４ｃと
が同外周面と当接した状態が、良好に形成され得る。
【００５８】
　以上のように、本実施形態によれば、電子写真感光体１の組み立ての際に、舌片状の接
点部材６４が捩れること等により接点部材６４とシャフト３の外周面との接触（当接）状
態が不良となることが、簡略な構成によって良好に抑制され得る。
【００５９】
　なお、シャフト３が感光体ドラム２に挿入される際には、下流側接点部６４ｂ及び上流
側接点部６４ｃとシャフト３との間には、金属部材同士の摺動による騒音の抑制のための
グリス（潤滑油）が介在させられる（例えば下流側接点部６４ｂ及び上流側接点部６４ｃ
にグリスが塗布される）。このグリスは、好適には、導電性グリスが用いられる。
【００６０】
　＜＜動作時＞＞
　画像形成動作時においては、第二フランジ５におけるギヤ部５１が画像形成装置の本体
（図示せず）から回転駆動力を受けることで、感光体ドラム２が回転する。これにより、
感光体ドラム２は、シャフト３に対して相対的に回転する（図５において導通板６に対し
てシャフト３は時計回りに回転するものとする。）。すると、感光体ドラム２の内部では
、シャフト３と接点部材６４とが摺動する。
【００６１】
　このとき、シャフト３の外周面は、下流側接点部６４ｂとカウンターに当接する。すな
わち、下流側接点部６４ｂの内側（スリット６４ａ側）のエッジが、シャフト３の外周面
に対して、大き目の鋭角をもって当接する。さらに、下流側接点部６４ｂと上流側接点部
６４ｃとは先端接続部６４ｄによって結合されているので、下流側接点部６４ｂ及び上流
側接点部６４ｃに対応する部分の剛性が良好に確保されている。
【００６２】
　これにより、接点部材６４の弾性変形による下流側接点部６４ｂ及び上流側接点部６４
ｃの接触荷重がそれほど大きくなくても、シャフト３の外周面に付着した異物（グリスへ
の混入物、グリスの劣化物、酸化皮膜、等）が、下流側接点部６４ｂの内側のエッジによ
って良好に除去される（掻き取られる）。このため、下流側接点部６４ｂは、「クリーニ
ング部」あるいは「異物除去部」とも称され得る。
【００６３】
　このようにして異物が掻き取られたシャフト３の外周面は、その後、上流側接点部６４
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ｃの内側のエッジと、小さめの鋭角をもって緩やかに当接する。これにより、上流側接点
部６４ｃは、シャフト３の外周面と比較的滑らかに摺動しつつ、シャフト３との接触によ
る導通を良好に形成する（このため、上流側接点部６４ｃは、「導通部」とも称され得る
。なお、下流側接点部６４ｂの内側のエッジによっても、異物の掻き取りと同時に、シャ
フト３との導通の形成が行われる。）。
【００６４】
　以上のように、本実施形態によれば、シャフト３と接点部材６４との接触による導通が
、簡略な構成及び比較的小さな接触荷重によって、良好に確保される。したがって、良好
な画像形成が、より安定的に行われる。
【００６５】
　＜変形例の例示＞
　なお、上述の実施形態は、上述した通り、出願人が取り敢えず本願の出願時点において
最良であると考えた本発明の代表的な実施形態を単に例示したものにすぎない。よって、
本発明はもとより上述の実施形態に何ら限定されるものではない。したがって、本発明の
本質的部分を変更しない範囲内において、上述の実施形態に対して種々の変形が施され得
ることは、当然である。
【００６６】
　以下、代表的な変形例について、幾つか例示する。もっとも、言うまでもなく、変形例
とて、以下に列挙されたものに限定されるものではない。また、複数の実施形態や変形例
の、全部又は一部が、技術的に矛盾しない範囲内において、適宜、互いに複合的に適用さ
れ得る。
【００６７】
　本発明（特に、本発明の課題を解決するための手段を構成する各構成要素における、作
用的・機能的に表現されているもの）は、上述の実施形態や、下記変形例の記載に基づい
て限定解釈されてはならない。このような限定解釈は、（先願主義の下で出願を急ぐ）出
願人の利益を不当に害する反面、模倣者を不当に利するものであって、許されない。
【００６８】
　例えば、各部材の具体的な材質や製造方法については、特段の限定はない。また、継ぎ
目なく一体であったものは、これに代えて、別体のものが継ぎ合わされてもよい。
【００６９】
　フランジ係合部６２やドラム基体係合部６３の存在の有無やその数、あるいは、接点部
材６４の数についても、特段の限定はない。また、フランジ係合部６２に代えて、あるい
はこれとともに、導通板６の内縁、すなわち、貫通孔６１ａ側に、第一フランジ４の内側
円筒部４１の外周面と係合する他のフランジ係合部が設けられていてもよい。
【００７０】
　スリット６４ａの幅は、例えば、シャフト３の円柱面状の外周面のうちの半周未満の部
分（好ましくは四分の一以下の部分）を内側に収容可能に設定されていればよい。
【００７１】
　下流側接点部６４ｂ及び上流側接点部６４ｃの周辺の構成についても、上述の実施形態
のものに限定されない。
【００７２】
　図６は、図５に示されている導通板６の一変形例の構成を示す拡大側面図である。図６
に示されているように、下流側接点部６４ｂと上流側接点部６４ｃとは、その最先端部に
て結合されていなくてもよい。すなわち、図４及び図５における先端接続部６４ｄは省略
され得る。
【００７３】
　図７Ａは、図５に示されている導通板６の他の変形例の構成を示す拡大側面図である。
また、図７Ｂは、図７Ａに示されている導通板６が装着された第一フランジ４にシャフト
３が挿通された状態を示す拡大側面図である。
【００７４】
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　図７Ａ及び図７Ｂに示されているように、下流側接点部６４ｂと上流側接点部６４ｃと
は、シャフト３の外周面と係合する凹部６４ｅを隔てて、前記幅方向に配列されていても
よい（なお、この場合、スリット６４ａ（図４参照）は、接点部材６４に設けられ得るも
のの、下流側接点部６４ｂ及び上流側接点部６４ｃにまで達していなくてもよい。）。
【００７５】
　なお、下流側接点部６４ｂ及び上流側接点部６４ｃは、接点部材６４の長手方向（突出
方向）における先端部よりも若干基端部（付け根）側に設けられていてもよい。
【００７６】
　また、下流側接点部６４ｂ及び上流側接点部６４ｃは、シャフト３の外周面に対して、
内側エッジによる線接触ではなく、面接触するように設けられていてもよい。
【００７７】
　さらに、シャフト３の感光体ドラム２に対する相対的な回転方向が上述の記載と逆の場
合、各図における下流側接点部６４ｂと上流側接点部６４ｃとの位置関係が逆となること
は、いうまでもない。
【００７８】
　その他、特段に言及されていない変形例についても、本発明の本質的部分を変更しない
範囲内において、本発明の範囲内に含まれることは当然である。
【００７９】
　また、本発明の課題を解決するための手段を構成する各要素における、作用・機能的に
表現されている要素は、上述の実施形態や変形例にて開示されている具体的構造の他、当
該作用・機能を実現可能ないかなる構造をも含む。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の一実施形態である電子写真感光体の全体構成を示す斜視図である。
【図２】図１に示されている電子写真感光体の分解斜視図である。
【図３】図２に示されている第一フランジ及び導通板の拡大斜視図（分解斜視図）である
。
【図４】図２に示されている第一フランジ及び導通板の拡大斜視図である。
【図５】図２に示されている第一フランジ及び導通板の拡大側面図である。
【図６】図５に示されている導通板の一変形例の構成を示す拡大側面図である。
【図７Ａ】図５に示されている導通板の他の変形例の構成を示す拡大側面図である。
【図７Ｂ】図７Ａに示されている導通板が装着された第一フランジにシャフトが挿通され
た状態を示す拡大側面図である。
【符号の説明】
【００８１】
１…電子写真感光体
２…感光体ドラム
２１…ドラム基体
２２…感光体層
３…シャフト
４…第一フランジ
４１…内側円筒部
４１ａ…シャフト挿通孔
４２…外側円筒部
４２ａ…切欠部
５…第二フランジ
５１…ギヤ部
６…導通板
６１…導通板本体部
６１ａ…貫通孔
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６２…フランジ係合部
６３…ドラム基体係合部
６４…接点部材
６４ａ…スリット
６４ｂ…下流側接点部
６４ｃ…上流側接点部
６４ｄ…先端接続部
６４ｅ…凹部

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】
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